
主要事業概況 平成１４年８月末現在 対前月増減数

事 業 所 数 (件) 273 -1 

加入員数(人)

男子 6,700 -26 
女子 2,790 -26 
計 9,490 -52 

平成１４年９月号 受給者数(人)

男子 3,273 8 
女子 1,729 6 
計 5,002 14 

発 行 ： 東 日 本 硝 子 業 厚 生 年 金 基 金 平均年金額 （円） 408,706 774 

〒130-0026 東京都墨田区両国４丁目36番6号 ｶﾞﾗｽ会館３階　℡03-3633-6445 年金資産額 （円） 28,711,860,671 -187,419,788 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　http：//www．ｊade．ｄti．ｎe．jp/~glskkn/ 修正総合利回り（%） -8.85 -0.45

現在掛金率 再計算結果掛金率 変動率

標準掛金 ４３　‰　 ４３　‰　 ０　‰

特別掛金 ９　‰　 ２９　‰　 ２０　‰

合 計 ５２　‰　 ７２　‰　 ２０　‰

（注）　再計算による特別掛金率は、現在の特別掛金と同じ
　　　平成２５年４月１日までの償却として計算されています。

基 金 情 報
No．５

財政再計算の結果と対応・・・！

基金に義務付けられています５年毎の財政再計算（基礎率の見直しなどによる年金掛金の再計算）が平成
１４年３月３１日を基準日として行われました。

その結果は、標準掛金には変動がありませんでしたが、不足金を解消するための特別掛金については掛金
率が２０‰も引き上がるものとなっています。
　 これによる年金掛金の合計掛金率は、千分の７２（現在掛金率：千分の５２）となっています。

年金権確保の観点から、基金の年金財政は将来にわたり収支の均衡を図ること（収支相等の原則）が求め
られ、財政再計算結果に基く掛金率は、原則として翌年４月から適用することとされています。
　 この掛金率の変動（引上げ）への対応は、理事会・代議員会などで検討し、決定することとなります。

＜予測要因＞・・・基礎率の変化
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掛金の変動要因

掛金引上げの対応策

　変動要因は繰越不足金

掛金率の変動要因のうち、将来の数理債務を予想す
るための基礎率（死亡率、昇給率、脱退率、加入員見込み
等）が前回（平成９年）の再計算時からそれぞれ変化して
いますが、トータル的には標準掛金の率を変動させるま
でには至っていません。

しかし、死亡率の改善による年金支給期間の伸長が
特別掛金率を０．６３‰引上げる要因となっています。

＜実績要因＞・・・構成要素等の変化

現在加入員の構成要素（人数、平均年齢、平均給与）や
財政状況も掛金率の変動要因となります。

前回の再計算時よりも、平均年齢が僅かに上がって
いますが、加入員数の増加や平均給与のアップによっ
て、標準掛金と特別掛金の双方の掛金率を多少引下げ
る要因となっています。

しかし、平成１３年度決算において５０億円余の繰越
不足金が発生しているため、この解消に要する特別掛
金率を１９．６７‰引上げる要因となっています。
　〔要因の変動結果〕

予測要因と実績要因による掛金の変動率を差引きし
た掛金率の合計は、標準掛金率では４２．７１‰となり、
前回の42.83‰よりも0.12‰低くなってはいますが、端数
整理によって現在と同じ４３‰という結果となります。

一方、特別掛金の差引した掛金率の合計は、前回の
9.18‰よりも20.10‰高い２９．２８‰となりますが、端数
整理により２９‰という結果となります。

財政再計算結果による掛金率は、原則として、翌年（平成
15年）4月1日から引上げることとされていますが、昨今の社会
経済情勢と今回の再計算による引上げ幅の大きさを勘案しま
すと、引上げ幅の圧縮が必要と考えられます。
　 現行の基金運営のなかでの圧縮方法としては、
①　特例調整金の計上、過去勤務債務の償却期間の伸長
②　上乗せ部分（給付）の縮小
　その他掛金の見直しなどの対応が考えられます。

なお、先般、掛金引上げ時期の猶予等基金運営の弾力化
措置が図られており（裏面参照）、これも検討要素となります。

掛金引上げ幅５‰に圧縮可！

【特例調整金の計上・償却期間の伸長】

特例調整金とは、免除保険料等の凍結によって設けられ
ています決算上の架空の資産です。

この特例調整金は、代行部分の数理債務から最低責任準
備金を控除した責任準備金調整額（18億6,391万円）の範囲
で資産勘定に計上できることとなっています。

また、過去勤務債務の償却期間は、最長20年まで認められ
ています。

これらを採り入れることによって、特別掛金率の引上げ幅を
２０‰から５‰に圧縮させることができます。

【上乗せ部分の縮小】
上乗せ部分（ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ部分）は基金の独自給付で、この給

付を縮小（減額）することによって、掛金の負担はその分小さく
てすむこととなりますので、掛金の引上げ幅をなくすということ
もできます。

ただ、この実行には、給付水準（代行部分の１割以上）を保つ
ことと、加入員に給付減額について十分な説明を行ったうえ
で三分の二以上の同意を得ることが条件となっています。

　

1～15日／保養所の年末年始利用の抽選申込受付

17日／厚生労働省実地監査（受検）

21日／保養所の年末年始利用申込の抽選（決定）

下旬／基金だより第55号の発行・配付

31日迄／業務報告書を厚生労働大臣あて提出

１０月
の

事 業
予 定



円 円

人数 金額（万円） 77歳（133人） 133
平成12年度 500 1,452 88歳（39人） 39
平成13年度 373 1,085 99歳（1人） 1
平成14年度 173 601

国内債券（
国内株式
（TOPIX） 外国債券（ 外国株式

修正総合
利回り

平成１３年度末

平成１４年６月末

平成１４年７月末

平成１４年８月末

基　金　用　語

《　特例調整金　》
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特例調整金は、責任準備金を調整する架空の資産（責
任準備金調整額）で、免除保険料及び最低責任準備金
の凍結に伴って特例的に設けられた決算上の科目です。

　　　　　　　　　　　　　　　          ―免除保険料の凍結―
厚生年金保険の保険料率は、平成６年の財政再計算時に、平

成１１年１０月から引上げが予定されていましたが、経済状況等を
踏まえて据置となりました。

これに連動して、基金の免除保険料は、従来の給付や予定利
率等を据え置いて算出（凍結）されることとなりました。
　　　　                            ―最低責任準備金の凍結―

一方、平成１２年の法改正で、厚生年金本体は、運用利回りの
引下げなどを基礎率として、給付の見直しを行いました。

このため、基金の代行部分の財政運営に支障を来たすこととな
り、代行部分の原資に当たる最低責任準備金は、平成１１年９月
末の状態で凍結し、１０月以降その状態で最低責任準備金を算
定することとされました。
　　　　　　　　　　　　　　　―責任準備金調整額の設定―

基金の財政上の措置としては、代行部分の数理債務と最低準
備金との差額を責任準備金調整額とし、この調整額の範囲で、
決算の際に「特例調整金」の科目にて資産計上することができる
こととされました。（資産計上によって、代行部分の数理債務に充てる

資産が名目上増大し、決算上、財政の均衡が図られることとなります。）
責任準備金調整額がマイナスとなるときは、負債勘定に特例調

整金を計上しなければならないこととされています。
なお、免除保険料の凍結が解除されたときの基金の財政上の

対応などは明らかとされていません。

基金運営の弾力化　－第２弾－

長寿祝金の
支給人数・金額の推移

1,452
1,085

601

500

373

173

平成12年度 平成13年度 平成14年度

金額（万円）

人数 （ 人 ）

長寿祝金の年齢別・支給人数

99歳（1人）

77歳
（133人）

88歳
（39人）

事業運営　　―長寿祝金の支給状況―

毎年、長寿祝金の支給を行い、年金
受給者の長寿をお祝いしています。

平成14年度においては、敬老の日の
9月15日の前1年間に喜寿・米寿・白寿
を迎えられた173名の方々に計601万円
の長寿祝金を支給いたしました。

長寿祝金は、平成12年度までは70
歳以降5歳刻みで支給をしておりまし
たが、平成13年度に支給の見直しを
行い、お祝いするにふさわしい、喜寿
（3万円）・米寿（5万円）・白寿（7万円）
の方々への支給に改めました。
　　　　　喜寿・米寿の方は増加

平成13年度においては経過的な
支給の方がおりましたが、平成14年
度において、見直し後の支給のみと
なり、見直し前と比べ、人数・金額とも
60％前後の減となっています。

なお、平成14年度に白寿に該当さ
れた方は昨年度より１名減の１名で、
米寿の方は９名増の３９名、喜寿の方
は３５名増の１３３名となっています。

173名の方々の長寿をお祝い

長寿祝金の見直しにより、福祉給付
金の効果的な執行が図られましたが、
年金受給者の増加や平均寿命の伸長
が予想されているなど、福祉施設事業
費の増大は今後の懸案といえます。

―「厚生年金基金の設立認可について」の一部改正―
（平成14年8月29日・年発829002号/年企発829001号通知）

厚生年金基金の運営の弾力化を図るため、厚生労働省年金局
長通知及び同局企業年金国民年金基金課長通知による基金設立
認可基準などが改正されました。

設立認可基準の改正

総合型の基金を設立する場合の認可基準に示されていました
『同種同業』の要件が取り除かれました。

これにより、同種同業にとらわれることなく、『基金を設立しようとす
る企業に対し強力な指導統制力を有する組織母体又は当該企業
で構成されている健康保険組合があり、それらの運営状況が健全
かつ良好であること｡』の要件で総合型基金の設立ができるようにな
りました。

グループ区分の緩和

グループ区分の人数制限が取り除かれ、基金内で、給付設計を
異にするグループ区分が設け易くなりました。

これにより、上乗せ部分の給付水準をグループごとに設定できま
すが、総合型基金は企業別グループ区分が原則となっています。

掛金引上げ時期の猶予

２年連続マイナス運用の状況が勘案され、再計算により掛金引
上げを要する場合の経過的措置として、一定条件のもとに、引上
げの適用時期（平成15年4月1日）が猶予されることとなりました。
１　猶予の条件
（１）　プラスアルファ（上乗せ）部分の給付水準の引下げ又は予定
　　利率の引下げにより財政の健全化を図る場合
（２）　かつ、（１）の見直しについて、平成15年3月30日までに代議
　　員会で議決した場合
２　猶予の内容
（１）　引上げ時期を1年間猶予（平成16年4月1日までの引上げで可）

（２）　又は、5年間（平成21年4月1日までの間）で段階的に引き上げ
　　 　この場合は､毎年度掛金の計算を要します。

　　　　　　基金運営の弾力化　－第１弾（主要概要）－
１　継続基準における許容繰越不足金の拡大（率５‰⇒１０‰）

２　非継続基準における
　①　回復計画策定の緩和（80%以上で過去3年中2年90%は策定免除）

　②　純資産に数理的評価の採用
　③　回復計画の期間延長（積立不足の80%を5年以内、90%未満を10

　　　年以内に償却も可）

　④　回復計画における利率の変更（最低責任準備金積算の下限利

　　　率3.62%⇒3.22%、最低積立基準額積算の上限利率3.0%⇒3.5%）

３　給付設計における
　①　給付水準の引下げ（代行部分の３割⇒１割）

　②　キャッシュバランスプランの導入

　　　　・・・厚労省・年金改革案提出・・・
　

９月１０日に開催された厚生労働大臣の諮問機関で
ある社会保障審議会の年金部会に、厚生労働省は、
厚生年金の「支え手」を増やすための改革案を提出し
ました。

同部会は、これらを含め、平成１６年の年金制度改
正へ向けて、今後詰めの議論が行われる予定です。
　改革案の要点は、次の３項目となっています。
①　短時間労働者に対する厚生年金の適用（所定の
　　労働時間が週２０時間以上の者、または年収が６５万円

　　以上の者も適用）

②　高齢者の就労促進と年金制度（退職老齢年金や在

　　職老齢年金の支給の繰り下げ・増額など）

③　次世代育成支援と年金制度（育児の保険料免除措
　　置を育児期間中も働く被保険者や育児のため離職した

　者などにも拡大）
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